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第第４４次次京京都都市市男男女女共共同同参参画画計計画画  

ききょょううとと男男女女共共同同参参画画推推進進ププラランン素素案案（（概概要要））

  京都市では，「きょうと男女共同参画推進プラン（第３次京都市女性行動

計画改定版）」が，平成２２年度（２０１０年度）で計画の期間を終了する

ことから，平成２１年（２００９年）６月に京都市男女共同参画審議会に次

期計画策定のための意見について諮問を行い，本年８月，同審議会から答申

を受けました。 

この答申を踏まえ，第４次京都市男女共同参画計画「きょうと男女共同参

画推進プラン素案」を作成しましたので，下記のとおり皆様のご意見を募集

致します。 

 
【募集期間】平成２２年９月２１日(火)から平成２２年１０月２０日(水)まで <必着> 

【募集方法】郵送，ファクシミリ送信，電子メール送信（様式自由） 

【送 付 先】住 所：〒６０４－８５７１ 

          京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

          京都市文化市民局男女共同参画推進課 

            ＴＥＬ：０７５－２２２－３０９１   

            ＦＡＸ：０７５－２２２－３２２３ 

E-MAIL: danjo@city.kyoto.jp 

ごごご意意意見見見ををを募募募集集集しししままますすす！！！   

＊ このパンフレットは計画素案の概要をまとめたものです，関心を持たれた方は，是非，計画

素案をご覧ください。計画素案は，男女共同参画推進課，京都市男女共同参画センター（ウイ

ングス京都）で配布しております。またホームページからもご覧いただけます。 

   ホームページ  http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/soshiki/6-1-2-0-0_15.html  
 
＊ 電話でのご意見は受け付けておりませんので，ご遠慮ください。 
 
＊ いただいた情報は，この意見募集以外の目的で利用したり，第三者に提供することはありま

せん。 
 
＊ いただいたご意見は，とりまとめ，後日ＨＰ等で公表します。（個別に回答は致しません。）

京都市印刷物第 ２２３１３６号       

発行：京都市文化市民局共同参画社会推進部男女共同参画推進課 
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きょうと男女共同参画推進プラン素案への意見募集用紙 

（様式は問いませんが，郵送やＦＡＸ用にお使いください）  

差し支えなければ，お答えください。いただいた情報は，この意見募集以外の目的で

利用したり，第三者に提供することはありません。 

 

【年 齢】     歳代   【性 別】 男性・女性 （○をつけてください）

【お住まいの区等】     区 又は その他の市     市 
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（１）計画策定趣旨 

京都市においては，昭和５７年（１９８２年）に「婦人問題解決のための京

都市行動計画」を策定してから現在に至るまで，市民ひとりひとりが，性別に

かかわりなく個人として尊重され，様々な分野でいきいきと活動することがで

きる男女共同参画社会の実現のための取組を進めてきました。この間，平成  

１５年（２００３年）１２月には，男女共同参画を総合的かつ計画的に推進す

るための指針となる京都市男女共同参画推進条例の制定も行いました。 

 現行の「きょうと男女共同参画推進プラン（第３次京都市女性行動計画改定

版）（平成１９年度～平成２２年度）」が，平成２２年度（２０１０年度）で計

画の期間を終了することから，平成２１年（２００９年）６月に京都市男女共

同参画審議会に次期計画について諮問を行い，本年８月，同審議会から答申を

受け，この答申を踏まえ，第４次京都市男女共同参画計画「きょうと男女共同

参画推進プラン素案」を作成しました。 

 今後，皆様のご意見を踏まえ，計画を策定します。 

 

（２）基本目標 

 

 

 

 

 

 

（３）計画の期間 

  

 

 

 

 

 

 

 

基本目標１  個人の尊厳が確立された社会づくり 

基本目標２  男女が共に安心して働き続けられる環境づくり 

基本目標３  自立した個人の生き方を尊重し支え合える家庭づくり 

基本目標４  生涯を通じた健康な暮らしづくり 

基本目標５  あらゆる分野に男女が平等に参画できる条件づくり 

基本目標６  男女共同参画の推進に関する国際社会との協調 

＊これら６つの基本目標は平成１５年度に制定した「京都市男女共同参画推

進条例」の基本理念に基づいたものです。 

平成２３年度（２０１１年度）～平成３２年度（２０２０年度） 

１ 策定に当たって 
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１ 個人の尊厳が確立された社会づくり 

１－１ 男女の人権尊重に向けた啓発 

１－２ 女性へのあらゆる暴力の根絶 

 

２ 男女が共に安心して働き続けられる環境づくり 

2－１ 雇用における男女の均等な機会と待遇の確保 

2－２  ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の推進 

２－３  女性の職業能力発揮の支援 

 

３ 自立した個人の生き方を尊重し支え合える家庭づくり 

３－１ 家庭生活における男女共同参画 

３－2 子育ての負担が軽減される環境の整備 

3－３  介護者の負担が軽減される環境の整備 

 

４ 生涯を通じた健康な暮らしづくり 

４－１ 男女の性を共に理解・尊重する意識の浸透 

４－２ 男女の心とからだの健康づくりの支援 

４－３ 母と子の健康を守る保健医療等の推進 

 

５ あらゆる分野に男女が平等に参画できる条件づくり 

５－１ 意思決定の場への男女の均等な参画の促進 

５－２ 男女共同参画を進める市民の力の向上 

５－３ 男女共同参画による地域コミュニティの活性化（地域貢献） 

５－４ 京都市における男女共同参画に向けた条件づくり 

 

６ 男女共同参画の推進に関する国際社会との協調 

６－1  国際動向の情報収集と市民への情報発信 

 

 

 

 

２ 計画の体系 

配偶者・交際相手等か

らの暴力（ＤＶ）に関

する京都市の取組を

盛り込んだ 

ＤＶ基本計画としま

す。 

１～６は京都市男女共同参画推進条例に定められた基本理念に基づき定めています。 

重点分野１ 

重点分野２
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「配偶者・交際相手等からの暴力（以下「ＤＶ」という。）対策の強化」と

「仕事と家庭，社会貢献が調和できる「真のワーク・ライフ・バランス（仕事と

生活の調和）」の推進」を計画の重要分野として，６つの基本目標の中で，重点

的に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点分野１ ＤＶ対策の強化 

 京都市では，これまでからも被害者相談の実施や関係機関の連携強化の

ための「京都市域の女性への暴力に関するネットワーク会議」の設置など，

ＤＶ被害者の自立支援等に取り組んできましたが，相談件数の増加はもと

より，配偶者暴力防止法において，市町村においても基本計画の策定や配

偶者暴力相談支援センターの設置が努力義務とされたことを受け，「京都市

ドメスティックバイオレンス（ＤＶ）相談支援センター（仮称）」を設置し，

ＤＶ対策をより一層総合的かつ計画的に進めていきます。 

 基本計画については，基本目標１「個人の尊厳が確立された社会づくり」

の１－２に女性への暴力の根絶が含まれていることから，これを

「ＤＶ基本計画」として位置付けることとします。 

重点分野２ 仕事と家庭，社会貢献が調和できる「真のワーク・

ライフ・バランス」の推進 
 

 少子高齢化，人口減少時代を迎え，これまでの働き方では，個人，企業・

組織，社会全体が発展していくことができなくなる恐れがあります。多様性

を尊重し，仕事と生活が好循環を生む社会になるためには，今後，ワーク・

ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進の考え方が必要となります。

 京都市においては，市民ひとりひとりが，やりがいや充実感を感じながら

働き，仕事上の責任を果たすとともに，仕事や家庭生活，社会貢献などにお

いて，生きがいと充実感を得て人生が送れる真のワーク・ライフ・バランス

を推進します。 

３ 重点分野 
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【施策の方向性】 

１ 男女の人権尊重に向けた啓発 

(1) 女性の人権尊重に向けた啓発 

(2) 男女平等(共同参画)意識の醸成に向けた啓発 

(3) 男女共同参画に関する調査・研究の推進 

(4) 学校における男女平等教育 

(5) 家庭や地域が一体となった教育 

(6) 地域団体やＮＰＯ団体等の学習・実践活動の支援 

(7) 男女共同参画センターを拠点とした啓発事業 

 

２ 女性へのあらゆる暴力の根絶 

(1) ＤＶ基本計画 

平成２３年度中に「京都市ドメスティックバイオレンス（ＤＶ）相談支援セン

ター（仮称）」を設置し，被害者の相談から自立支援まで総合的な支援を行ってい

きます。 

ア 市民への普及啓発 

イ 被害者の早期発見及び相談体制の充実 

ウ 被害者の保護及び自立支援の充実 

エ 関係機関との連携協力の推進 

 

(2) ＤＶ以外の女性への暴力の被害に悩む女性への支援 

(3) セクシャル・ハラスメント（性的いやがらせ）防止対策の推進 

ＤＶ基本計画  重点分野１ 

 ～男女が共に尊重し合うことで，暴力のない社会をつくります。～ 

ここの部分を「ＤＶ

基本計画」として位置

付け，ＤＶ対策を総合

的かつ計画的に進め

ていきます。 

４ ６つの基本目標に基づく施策の方向性 

 
基本目標１ 個人の尊厳が確立された社会づくり  

「平成２１年度 京都市男女共同参画に関するアンケート」から 

○問  男女共同参画を推進していくことについて 

全体の 76.1％が賛成，前回調査（平成１７年度）より増加 

 

 

 
  

女性に対する暴力

根絶のためのシン

ボルマーク 
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京都市では，本プランの中に「ＤＶ基本計画」を盛り込み，総合的かつ計

画的にＤＶ防止対策を進めていきます。 

  平成２３年度中には「京都市ドメスティックバイオレンス（ＤＶ）相談支

援センター（仮称）」を設置することで，被害者の相談から自立支援まで総合

的な支援を目指します。センターの機能の特徴としては，被害者の自立支援に

重点を置き，被害者の状況に応じ，自立のための情報提供や心理的なケアなど，

様々な支援を総合的に行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＤＶ基本計画 

 

ＤＶ被害者 

 京都市ドメスティックバイオレンス

（ＤＶ）相談支援センター（仮称）

民間シェルター（緊急時の

安全の確保） 

情報提供・連携 

行政・民間団体・有識

者によるＤＶに関する

ネットワーク会議 

① 相談 

② カウンセリング 

③ 自立支援 

自 立 

（役割分担） 

福祉事務所等 

警 察 

民間相談機関 

相 

談 相 

談 

京都市男女共同参画

センター 

相 

談 

相 

談 

フローチャート 

京都府家庭支援総合センター
 
① 婦人相談所 ②児童相談所 
③ 身体障害者更生相談所 
④ 知的障害者更生相談所 

① 相談 

② カウンセリング 

③ 一時保護 

④ 自立支援 

京都市民 
京都府民 

その他（外国籍市民，他都道府県民等） 

一時保護等 

自立支援 

ボランティア
情報交換・連携 

自立支援

一時保護委託 

① 自立支援
重点 

② 保護命令
の確認機関
としての役
割 

育成 

緊急一時保護施設 
補助事業(既存事業) 
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＜平成２２年度男女共同参画白書＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜平成 19 年度京都市の配偶者等からの暴力に関する調査＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

１ 配偶者間（内縁を含む）における犯罪（殺人，傷害，暴行）の被害者 

（平成 21 年度検挙件数の割合） 

データ等から見るＤＶ被害等の状況 

３ 暴力を受けたときの相談の有無 

検挙された配偶者間の犯罪で，女性が犠牲となった割合は，殺人６５.１％，

傷害９４.５％，暴行９３.６％です。 

被害経験のある人のうち，誰かに相談したことがある人は，男性が 14.7％，

女性が 37.2％で，男女共に誰にも相談したことがない人の方が多いです。 

４ 暴力を受けたときの相談先 

誰かに相談をしたことがあると回答した人の相談先は，「家族・親戚」が

63.6％，「友人・知人」が 61.8％となっており，公的機関や専門機関への

相談の比率は，１割にも満たないです。 

５ 相談しなかった理由 

相談しなかった理由は，男女共に「相談するほどのことではないと思った」

が，男性が 68.0％，女性が 53.6％と半数以上を占めました。 

２ 暴力をふるった相手 

被害経験のある人のうち，相手との関係を見ると，「配偶者」からが，男性

が 74.7％，女性が 78.3％，「交際相手」からが男性 17.9%，女性 16.2%

となっています。 
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 ～男女が共に仕事と生活を大切にできる社会環境をつくります。～ 

【施策の方向性】 

１ 雇用における男女の均等な機会と待遇の確保 

(1) 企業等における男女雇用機会均等対策の促進 

(2) 非正規雇用者の就業環境の整備 

(3) 女子学生への就業支援 

 

2 ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の推進 

(1) 企業等における両立支援の取組の促進 

(2) 子育てしながら働き続けられる条件整備 

 

3  女性の職業能力発揮の支援 

(1) 女性の職業能力の開発 

(2) 商工・サービス・農林業等に従事する女性の評価と男女のパートナーシップの確立  

(3) 女性の起業に対する支援 

(4) 働き方に関する情報提供・相談 

(5) 働く女性の健康管理の促進 

 重点分野２ 

 
基本目標２ 男女が共に安心して働き続けられる環境づくり  

 

 

 

  

 

 

 

 

企業・事業者 

家 庭 

地域・NPO 

育児・介護等を通じた社会貢献

仕事と家庭，社会貢献が調和できる「真のワーク・ライフ・バランス」の実現した京都市の姿 

京都市 

支援施策の実施 

○ 地域交流イベント 
（地蔵盆，運動会，敬老の集いなど）   
○ 地域防災活動 
○ 地域ボランティア活動 
（清掃活動など） 
○ おやじの会  
○ 見守り隊 など 

京都に「古く」から息づく「新しい」公共＊

＊ 「新しい公共」とは，行政だけでなく，市民や NPO，企業などが積極的に公共的な財・サービスの提供主体となり，

教育や子育て，まちづくり，介護や福祉などの身近な分野で活躍することを表現するもの 

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活
性
化 
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～身近なところからの男女共同参画を実現します。～ 

～生涯を通じて男女の健康支援を行います。～ 

【施策の方向性】 

1 家庭生活における男女共同参画 

(1) 家庭生活における男女共同参画に向けた男性の協力の促進 

(2) 男女が共に家庭生活に参画できる就労環境の整備 

 

2 子育ての負担が軽減される環境の整備 

(1) 男女が共に安心して子育てできる環境の整備 

(2) 地域における子育ての支援 

(3) ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進 

 

3  介護者の負担が軽減される環境の整備 

(1) 男女が共に介護に携わる意識の醸成 

(2) 介護者の負担軽減につながる介護サービスの実施 

(3) 高齢者の生活や介護等に関する専門相談 

【施策の方向性】 

１ 男女の性を共に理解・尊重する意識の浸透 

(1) 性に関する情報提供・相談 

(2) 人権尊重の精神に基づく性教育の推進 

 

２ 男女の心とからだの健康づくりの支援 

(1) 男女それぞれに特有な病気の予防対策 

(2) 生活習慣の改善等による女性の健康づくりの推進 

(3) ライフステージに応じた男女の健康の保持・増進 

 

３ 母と子の健康を守る保健医療等の推進 

(1) 妊娠・出産期における女性の健康管理の支援 

(2) 安心して出産できる医療環境の整備 

(3) 乳幼児のすこやかな発育・発達の支援

 

基本目標３ 自立した個人の生き方を尊重し支え合える家庭づくり  

 

基本目標４ 生涯を通じた健康な暮らしづくり 

「平成２１年度 京都市男女共同参画に関するアンケート」から 

○問  「男は仕事，女は家事・育児」という考え方 

反対が 48.9％で賛成 47.0％をわずかに上回る。 

反対は前回（平成１７年度）から 0.1 ポイント微増 
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～性別を問わない参画により多様性に富んだ社会を実現します。～

【施策の方向性】 

１ 意思決定の場への男女の均等な参画の促進 

(1) 意思決定の場に男女が共に参画できる条件整備 

(2) 市の審議会等における男女構成比の均衡の確保 

 

２ 男女共同参画を進める市民の力の向上 

(1) 男女共同参画の推進に向けた学習機会の提供 

(2) 男女の社会参加意識の向上促進 

(3) 男女の様々な悩みを解決するための相談 

(4) 男女平等の実現を目指した市民活動への支援 

(5) ボランティア活動への男女の参加促進 

 

３ 男女共同参画による地域コミュニティの活性化（社会貢献） 

(1) 男女の協力による地域の活性化の促進 

(2) 高齢者，障害者，外国籍市民等に対する支援 

 

４ 京都市における男女共同参画に向けた条件づくり 

(1) 市や外郭団体における男女が働きやすい職場づくりの推進 

(2) 京都市における推進体制 

～国際的視野に立って男女共同参画を推進します。～ 

【施策の方向性】 

国際動向の情報収集と市民への情報発信 

 

基本目標５ あらゆる分野に男女が平等に参画できる条件づくり 

 
基本目標６ 男女共同参画の推進に関する国際社会との協調 


